
 

 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

和歌山市長の職務代理期間の変更について 

 

 令和８年２月１０日（火）から市長が職務復帰できることとなりましたので、「令和

８年２月１７日（火）まで」としていた市長職務代理者の設置期間を、「令和８年２月

９日（月）まで」に変更します。 
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